
 

分散登校期間および部活動の取り扱いについて 

 

 １ 分散登校期間の取扱等 

（１）５月21日（木）から５月29日（金）までの期間は、分散登校とする。 

＊５月21日（木）入学式、５月22日（金）始業式 

＊１，２年生の早朝講座は５／26（火）より実施します。 

＊分散登校期間においては水分補給以外の飲食を禁止します。 

昼食時間は設定しません。 

（２）６月１日（月）から通常授業とする。 

＊新しい生活様式に沿って取り組むことになります。 

２ 部活動等の取扱について 

（１）全面禁止 5月21日（木）から5月31日（日） 

（２）段階的な実施 ６月１日(月)から６月14日(日) 

原則として平日90分程度、土日休日は2時間程度 

早朝練習なし 

休業日の設定（平日1日、土日いずれかの1日） 

県内外及び校内での合宿や対外試合を行わないこと。 

（３）全面実施 ６月15日（月）以降を予定 

  ＊練習内容についても見直しがあります。 

 

【お願い】 

 1. 登校前に体温を測定してください。発熱または体調不良がある生徒は、登校を控えてく 

ださい。 

2. 濃厚接触者として認定されている生徒は登校を控えて下さい。 

3.2 週間以内に高熱や息苦しさを感じた生徒は症状が治まってから、2 週間経過後に登校

してください。  

4. 感染拡大予防対策（マスク着用、手洗い、うがい等）を徹底し、一定の距離を取って行 

動してください。  

5. 2 週間以内に特定警戒都道府県への渡航歴がある生徒は登校を控えてください。  

6. 登下校で交通機関を利用する生徒は感染予防に留意してください。 

7. 除菌のための雑巾及び水筒を各自持参してください。（冷水機は使用できません） 

8. 裏門付近での送迎は近隣住民への迷惑となるため、ご遠慮ください。  

9. 終了後は速やかに下校し、校内での滞在は最小限にするよう行動してください。  

10. 欠席する際は、学校まで連絡をおねがいします。 


